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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、工事請負契約の

締結についての議決の一部を変更することについて、次のとおり専決処分をする。 

平成２７年３月１２日 

  

                       鳥取県知事  平  井  伸  治 

 

工事請負契約（街路滝山桜谷線トンネル工事（交付金））の締結についての議決の  

一部変更について 

街路滝山桜谷線トンネル工事（交付金）に係る工事請負契約の締結についての議決（平成

２５年１２月１７日議決）の一部を次のとおり変更する。 

６ 工事完成期限中「平成２７年５月１３日」を「平成２７年９月１６日」に改める。 
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